
 

 

基幹統計調査の承認の状況 

（平成 29 年 12 月１日～平成 29 年 12 月 31 日分） 

平 成 3 0 年 １ 月 1 8 日 

政策統括官 (統計基準担当 ) 

 

 

統計調査の名称  実  施  者  主  な  承  認  事  項  承認年月日  

国民生活基礎調査  厚生労働大臣  

承認事項の変更  

 平成 30 年調査（簡易調査）の

実施に当たり、以下について変更  

①  報告を求める事項の変更  

 ア）世帯票の「医療保険の加入

状況」を把握する調査事項の

うち、国民健康保険の運営組

織に係る選択肢である「市町

村」を「都道府県・市町村」

に変更  

 イ）所得票の「その他の社会保

障給付金」を把握する調査項

目の記入上の注意において、

当 該 給 付 金 の 該 当 例 示 と し

て、「高校生等奨学給付金」を

追加  

②  集計事項の変更  

世 帯 票 及 び 所 得 票 に 係 る 集

計表における「世帯人員数」「傷

病人員数」及び「有業人員数」

の表記を、「世帯人員」「傷病人

員」及び「有業人員」にそれぞ

れ変更  

H29.12.13 

参考１  

 



 

賃金構造基本統計

調査  
厚生労働大臣  

承認事項の変更  

 平成 30 年調査の実施に当たり、

以下について変更  

①  報告を求める事項の変更  

 ア）「法人番号」欄の追加  

 イ）常用労働者及び臨時労働者

の定義の変更（ 注 １ ）  

②  報告者数の変更  

事業所票 及び個 人 票の報 告

者数の変更（ 注 ２ ）  
 

（ 注 ）１  「 統 計調 査 におけ る 労 働 者区 分

等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」（ 平 成

27 年 ５ 月 19 日 各 府 省統 計主 管 課

長 等 会 議 申合 せ ）を 踏ま えた 変 更  

２  最 新 の 母 集 団 情 報 （ 事 業 所 母

集 団 デ ー タ ベ ー ス ） を 踏 ま え た

変 更  

H29.12.20 

（注）本表は、基幹統計調査に係る申請のうち、統計法第９条第４項ただし書に規

定する「軽微な事項」に該当するものとして、統計委員会の意見を聴かなかっ

たものを整理している。  


